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【手続補正書】
【提出日】平成20年9月18日(2008.9.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録材上にトナー像を形成する画像形成装置であって、
　画像情報に応じた光を出射する第１の光源と、
　前記第１の光源から出射した光を受ける第１の感光体と、
　前記第１の感光体に形成される潜像を第１のトナーで現像する第１の現像手段と、
　画像情報に応じた光を出射する第２の光源と、
　前記第２の光源から出射した光を受ける第２の感光体と、
　前記第２の感光体に形成される潜像を第２のトナーで現像する第２の現像手段と、を有
し、
　前記第１のトナーに含まれる着色剤と前記第２のトナーに含まれる着色剤は色相が同じ
であり、前記第２のトナーに含まれる着色剤の含有量は前記第１のトナーに含まれる着色
剤の含有量よりも少なく、
　少なくとも前記第１の光源の発振波長は３７０～５００ｎｍの範囲内であることを特徴
とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記第２の光源の発振波長は前記第１の光源の発振波長より長いことを特徴とする請求
項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
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　前記第２の光源の発振波長は６５０～８００ｎｍの範囲内であることを特徴とする請求
項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　高明度領域では前記第２のトナーのみを用いてトナー像を形成し、中間調領域では前記
第１のトナー及び前記第２のトナーを併せて用いてトナー像を形成することを特徴とする
請求項１に記載の画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　上記目的を達成するために本発明にあっては、
　記録材上にトナー像を形成する画像形成装置であって、
　画像情報に応じた光を出射する第１の光源と、
　前記第１の光源から出射した光を受ける第１の感光体と、
　前記第１の感光体に形成される潜像を第１のトナーで現像する第１の現像手段と、
　画像情報に応じた光を出射する第２の光源と、
　前記第２の光源から出射した光を受ける第２の感光体と、
　前記第２の感光体に形成される潜像を第２のトナーで現像する第２の現像手段と、を有
し、
　前記第１のトナーに含まれる着色剤と前記第２のトナーに含まれる着色剤は色相が同じ
であり、前記第２のトナーに含まれる着色剤の含有量は前記第１のトナーに含まれる着色
剤の含有量よりも少なく、
　少なくとも前記第１の光源の発振波長は３７０～５００ｎｍの範囲内であることを特徴
とする画像形成装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　第１のトナーとしての濃色トナー（Ｍ，Ｃ，Ｙ，Ｂｋ）画像を形成する画像形成ユニッ
トに対して配置されている露光手段３ａは４つの半導体レーザー素子（第１の光源）と、
これら４つの半導体レーザー素子から出射されるレーザー光を偏向する１つのポリゴンミ
ラーを有する。なお、４つの半導体レーザー素子（第１の光源）の発振波長は３７０～５
００ｎｍの範囲内のものである。本実施の形態では発振波長が４０５ｎｍの半導体レーザ
ー素子を使用した。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　また、第２のトナーとしての淡色トナー（ＬＣ，ＬＭ）画像を形成する画像形成ユニッ
トに対して配置されている露光手段３ｂは２つの半導体レーザー素子（第２の光源）と、
これら２つの半導体レーザー素子から出射されるレーザー光を偏向する１つのポリゴンミ
ラーを有する。なお、２つの半導体レーザー素子（第２の光源）の発振波長は６５０～８
００ｎｍの範囲内のものである。本実施の形態では発振波長が６８０ｎｍの半導体レーザ
ー素子を使用した。
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【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　以上述べたように、本実施形態の画像形成装置によれば、色相が同じであって、濃度が
互いに異なる濃色トナーと淡色トナーを用いて、高明度領域では淡色トナーのみにより画
像形成を行い、中間調領域では淡色トナーと濃色トナーを併せて画像形成を行うので、良
好な階調性・粒状性を実現できる。特に自然画像等を出力する際に重要となる、中間調か
ら明度の高い領域にかけて、広い色再現範囲を実現し、高品質な画像形成を行うことが可
能となる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
　そこで本発明は、少なくとも、第１の現像手段によって現像される濃色トナー（第１の
トナー）の画像を担持する感光体（第１の感光体）に画像情報に応じた光を照射する光源
（第１の光源）の発振波長を３７０～５００ｎｍとしている。本実施の形態では発振波長
が４０５ｎｍの半導体レーザー素子を使用した。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　なお、発振波長が３７０～５００ｎｍの半導体レーザー素子（第１の光源）は高価であ
るが、本実施の形態では、第２の現像手段によって現像される淡色トナー（第２のトナー
）の画像を形成する画像形成ユニット側の露光手段３ｂの半導体レーザー素子は発振波長
が６５０～８００ｎｍ（第２の光源）のもので比較的安価であるので、２種類の半導体レ
ーザー素子を使用することは装置全体のコストを抑えるのにメリットがある。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
　以上のように、少なくとも濃色トナー（第１のトナー）が第１の現像手段によって現像
される第１の感光体の潜像形成には波長の短い発振波長を有する半導体レーザー（第１の
光源）を使用し、淡色トナー（第２のトナー）が第２の現像手段によって現像される第２
の感光体の潜像形成には、波長の長い発振波長を有する半導体レーザー（第２の光源）を
使用することにより、淡色トナーのみ使用される画像濃度から濃色トナーへ切り替わる画
像濃度ポイントでの濃度域の粒状性を大きく向上させることが可能となった。
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